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1 e-Gov のセッティング 

1.1 e-Gov インストール 

2.アプリのインストール | e-Gov 電子申請で示されている手順に従ってアプリをイ

ンストールします。 

1.2 ログイン 

G ビズ ID や Microsoft アカウントをお持ちの方は、次のログイン画面で該当する

ものを選択することでログインできます。 

 

e-Gov アカウントを取得される方は、「e-Gov アカウント登録ページへ」をクリックし、

1.e-Gov アカウントの取得 | e-Gov 電子申請の手順に従って手続きします。 



2 電子申請しようとする手続きを探す 

2.1 手続き検索 

① 「手続き検索」をクリックします。 

 
② 手続き名称から探すのテキストボックスに、適任証書の名称（又は船員法手続き

の一覧を見たい場合は、半角「#」＋「船員」）を入力し、「検索」をクリックします。 

 

③ 検索結果が表示されますので、申請したい手続きをクリックします。 

 

何度も使う申請は、ブックマーク！ 



3 申請書の作成等 

3.1 申請書の入力ページの表示 

① 2.1③で【適任証書交付】○○適任証書名称○○#船員 をクリックしたら、手続

き概要が表示されます。 

② 「申請書入力へ」ボタンをクリックして、申請書ページを表示させます。 

 

3.2 基本情報_申請者情報の設定 

① 「申請者情報を設定」ボタンをクリックします。 

② 適任証書の申請の場合は、「個人」を選択します。 

 

③ 必須項目を入力します。  

 

 

 

 

郵便番号を入力したら住所が自動的に入力されます
が、フリガナは入力されません。 

フリガナ欄と住所１への番地の追加入力を忘れない
ように注意が必要です。 



 
④ 電子メールアドレスの入力は任意ですが、更新案内や合格通知に利用されます

ので、可能な限り入力してください。 

⑤ 入力した申請者情報を繰り返し使用する場合は、「この申請者情報を次回も使う

ために登録する」に☑を入れる。 

⑥ 「内容を確認」ボタンをクリックします。 

⑦ 内容を確認し、「設定」をクリックします。  

表示されているように見えますが、入力されていません。 

番地は、全角文字で入力しないとエラーになります。 

表示されているように見えますが、入力されていません。 



 
 

⑧ 申請者情報の登録が完了しましたので、「申請者情報選択へ」ボタンをクリックし

ます。 

 

⑨ 登録した申請者情報が選択されていますので、そのまま使用する場合は、右下に

ある「設定」ボタンをクリックすると、申請者情報の設定が完了します。 



3.3 基本情報_連絡者情報の設定 

① 「連絡者情報を設定」ボタンをクリックします。 

② 本人申請の場合は、3.2 により示した方法と同じです。 

③ 連絡者情報の電子メールアドレスは、船員システムからの通知に利用されます。 

④ 海事代理士などによる代理申請の場合の連絡者登録の例は、次のとおりです。 

 

 

⑤ 以降、3.2 ⑤～⑨と同様です。 

「個人」を選択します。 

代理人の氏名、フリガナを入力します。 

代理人のメールアドレスを入力します。 



3.4 申請する様式への入力 

① 申請者情報の入力例を参考に入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半角小文字で入力しても、 
半角大文字に変換されます。 

苗字を有していない外国人の方 
は、姓には入力せず、名の方に 
全て入力してください。 

本籍地のローマ字表記は次を
参考に入力してください。 

 

任意となっておりますが、苗字
のある方は必ず姓を入力してく

ださい。 



② 申請情報の入力例を参考に入力してください。 

 

③ 入力が終わりましたら、下部の「一時保存して中断」ボタンをクリックしてくださ

い。 

 

注：一時保存しないで、e-Gov の画面を操作しない時間が一定時間に達した場合、 

ログイン画面等に変わり、入力内容が消える場合があります。  



 

3.5 添付書類の事前準備 

① 顔写真データを準備します。 

次の要件に適合するように、スマートフォンのカメラ機能やデジタルカメラを使

って写真を撮影し、e-Gov をインストールしている PC に保存します。 

 申請日前６月以内に撮影した本人のみの写真であること。 

 正面を向いて撮影されたものであること。 

 無帽であること。 

 背景は透明でない無地（白推奨）であること。 

② 手書き署名を準備します。 

(1) 白い紙を用意します。 

(2) 黒のボールペン又は万年筆により、自身の氏名を（１）に書きます。 

(3) スマートフォンのカメラ機能やデジタルカメラを使って（２）で署名した部分

が全て入るように写真を撮影し、e-Gov をインストールしている PC に保存

します。 

③ その他申請に必要な書類を準備します。 

(1) スマートフォンのカメラ機能やデジタルカメラを使って、添付する書類毎に

必要部分が全て入るように写真を撮影し、e-Gov をインストールしている

PC に保存します。 

(2) 保存したデータは、添付する際に内容が分かりやすいように、ファイル名を

変更しておきましょう。 

  

手書き署名は、画像データ（下記の拡張子）で準備してください。 

画像データ：gif,heic,heif,jpg,png,svg,tif,tiff 

顔写真は、画像データ（下記の拡張子）で準備してください。 

画像データ：gif,heic,heif,jpg,png,svg,tif,tiff 

注意：添付ファイルの総サイズは最大４MB のため、高画質の画像データで添付すると 
申請できない場合があります。 

（添付ファイルの総サイズが４MB を超える場合） 
 顔写真と手書き署名のような画像データは、スマートフォンの撮影設定や写真をリサイズす

るアプリを使用することによって、サイズを小さくする対応例がインターネット上に公開さ

れています。 
 

 顔写真と署名以外は、PDF（拡張子「.pdf」）へ変換することでサイズが小さくなります。 
PDF にして、e-Gov へ添付しください。 
※写真（jpg,png など）を PDF に変換する手法として、スマートフォンの標準機能の使用、

無料 PDF 変換アプリの使用による対応例がインターネット上で公開されています。 



3.6 書類の添付 

① 3.4③で一時保存している場合は、マイページの「一時保存している申請案件」の

中から、再開する手続きをクリックしてください。 

 

② 「書類を添付」ボタンをクリックします。 

 

③ 3.5 で準備した写真や署名を該当する部分にデータファイルを指定します。 

         【ドラッグアンドドロップでのデータ指定】 

 添付したいファイルをクリックしたまま 

 カーソルを添付したい場所まで動かし 

 添付したい場所の上で、クリックしている指を放す 

 

 

④ 必要なデータ指定が終わったら、一番下の「添付」をクリックします。 

⑤ 申請画面で、添付ファイルが正しく指定されているのか確認します。 

       

注意！ 
添付ファイルの総サイズは最大４MB です。 



3.7 提出先機関の選択 

① 「提出先を選択」ボタンをクリックすると選択画面が表示されます。 

 

② 大分類から、所在地を管轄する運輸局（本局）を選択して、「設定」ボタンをクリッ

クします。 

 

3.8 申請内容のエラーチェック 

① 3.7 まで終わったら、「内容を確認」ボタンをクリックします。 

② 内容のチェックを自動で行いますので、エラーがあった場合は、次のように表示

されます。 

 
③ エラーの内容を確認し、3.4～3.7 の作業を行ってください。  



3.9 申請内容確認 

エラーがなかった場合は、次の内容確認画面となりますので、最終確認をして、「提出」 

ボタンをクリックしてください。 

  



3.10 提出完了 

次の画面に切り替わったら提出完了です。 

 

  



4 ステータスの確認 

4.1 直近の案件 

① マイページの「直近の案件」に、申請中の手続きが表示されています。 

② 到達番号の数字をクリックします。 

 

③ 上部タブにある「申請案件一覧」をクリックする方法でも表示できます。 



4.2 申請案件の詳細 

ステータスが表示されます。 

 

 

 

5 資格のダウンロード 

① 審査が終了すると、e-Gov マイページの「公文書」に件数が追加されます。 

なお、マイページの「直近の案件」では、ステータスが「審査終了」となっております。

 

申請取下げについては、後述の６ 

をご覧ください。 



② 申請案件一覧のページが表示されますので、審査終了となっている手続きを選択して 

ください。 

 
 

③ 審査案件状況ページの右下にある「公文書をダウンロード」から電子証書を 

ダウンロードしてください（左図）。ダウンロードが実施されると取得状況が「取得済み」にな 

ります（右図）。 

 

 

 



④ ダウンロードが実施されると、マイページの「直近の案件」でステータスが「手続終了」とな

ります。 

 

  



6 申請の取下げについて 

２．１～３．10 の実施後に申請の取下げを行うことが可能です。 

① マイページの「申請案件一覧」をクリックし、実施した手続きを表示します。 

② 取下げたい手続きの到達番号の数字をクリックします。 

 

 

③ 申請案件状況ページから「申請取下げ」をクリックします。 

 

資格証・受験票が交付される前であれば、申請の取下げを
依頼することができます。 



④ 「依頼者氏名」及び「取下げ理由」を入力し、「内容を確認」ボタンをクリックします。 

 

 

⑤ 内容を確認し、「提出」ボタンをクリックします。 

 

  

注意：以下の点について、十分ご注意ください。 
 申請の取下げをキャンセルすることは出来ません。 
 手数料を納付する手続きにおいて、納付した後に申請を取下げた場合、納付した手数料は 

払い戻しされません。 



⑥ 取下げ依頼が完了します。 

 

⑦ ステータスが「取下げ処理中」になります。 

 

 

⑧ しばらくするとステータスが「取下げ済み」となります。 

 

 

e-Gov 側で自動的に処理されます。 
運輸局等職員が取下げを承認しているわけではありませんの
で、ご注意ください。 



7 補正連絡（今後、追記予定） 

２．１～３．10 の実施後、提出した申請内容に不備がある場合、補正要求がなされます。 

 ① 補正依頼があった場合、「申請案件に関する通知」に件数が追加されていますので、 

クリックをして確認します。 

 

 

② 申請案件に関する通知一覧ページから「補正指示のお知らせ（船員法関係）」をクリックし

ます。 

 



 ③ 本文に補正の内容が記載されていますので、「補正」ボタンをクリックします。 

  

  



７．２ 申請内容の再入力 

 ① 補正指示のあった箇所を修正します。 

 ② 正しく修正を行ったら、「内容を確認」ボタンをクリックします。 

  
 

注意：補正時に設定した基本情報は使用されません。 

  

補正指示のあった部分を修正します。 
ここでは「ZIRO」（誤）→「SABURO」

（正）に修正します。 

補正指示以外の場所は、修正することが
できません。 

入力しようとしても、反応しません。 

注意！ 
補正の申請でも基本情報を設定する必要が

あり、初回提出時の内容が設定されていま
す。 
補正後の審査では、初回申請時に設定した

基本情報を使用しますので、このタイミン
グで基本情報を変更したとしても、審査側
に修正は伝わりません。 

注意！ 
補正で添付書類を要求された場
合はここから添付してくださ

い。なお、添付書類は書類の追
加のみ可能です。既に提出した
書類を申請から取除くことはで

きません。 
ただし、「写真」、「手続き署
名」のみ補正時に添付したもの

に差替えられます。 



  ③ 申請内容確認ページで、確認を行ったら、「提出」ボタンをクリックします。 

  ④ 次の画面に切り替わり、提出完了です。 

   


